
  

  

 

 

 

 

愛知県営浄水場排水処理施設ＰＦＩ事業者選定委員会(第５回) 

の議事概要について 

 

 企業庁では、知多浄水場を始めとする４浄水場※１に続く第２例目としまし

て、豊田浄水場を始めとする６浄水場※２における排水処理業務のうち、汚泥

の脱水処理から発生土の有効利用までの一連の工程を、ＰＦＩ法※３に基づく

事業として実施することを進めています。 

 このＰＦＩ事業化に際して、外部の学識経験者及び県職員により「愛知県

営浄水場排水処理施設ＰＦＩ事業者選定委員会」を設置し、この第５回会議

を本日開催いたしました。その議事概要は添付資料のとおりです。 

※１ 愛知用水地域の知多、高蔵寺、尾張東部及び上野浄水場 

※２ 三河地域の豊田、幸田、安城、豊橋、豊川(蒲郡(工水))、豊橋南部浄水場 

※３ ＰＦＩ法(略称):｢民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律｣ 

    

記 

１ 議事概要 

添付資料を参考にしてください。 

２ その他 

委員会の議事概要については、１０月１９日(火) 午前１０時３０分に県のホームペ

ージにも掲載します。 

 

平成２２年１０月１８日（月） 
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愛知県営浄水場排水処理施設ＰＦＩ事業者選定委員会（第５回） 議事概要 

 

 

１ 日時  平成２２年１０月１８日（月）午前１０時から正午まで 

 

２ 場所  アイリス愛知 ２階 会議室（コスモス） 

 

３ 出席者 

（１）委 員  奥野委員長、藤澤副委員長、山本委員、三井委員、石原委員、田口委員 

（２）その他  愛知県企業庁 村瀬水道部長 ほか 

 

４ 議事概要 

（１）ＰＦＩ事業者選定委員会(第４回)議事録について 

・ＰＦＩ事業者選定委員会(第４回)議事録(案)が原案のとおり了承された。 

 

（２）評価内容の審議 

 ・事業提案書について、各担当委員の評価をもとに、全員の合議により委員会としての 

評価・採点を行った。 

・評価・採点の結果をふまえ、提案の妥当性を認め、委員会として事業者を選定した。 

 

（３）今後の予定について 

・今後のスケジュールについて確認した。 

・審査講評については、最終案を各委員に確認のうえ、客観的評価結果と同時に、１１月

末までに公表することとした。 

                                                                                     

以上 

添付資料 


